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 秘密保護法案に対する国民の批判の声が高まっています。そのような中、朝日新聞・毎日新聞・東京

新聞の 3紙は、７日に衆院で同法案が審議入りしたことに対して、8日にそろって廃案を求める報道を

行いました。また、信濃毎日なども同様の報道をしています。信濃毎日は 4日から 5日連続で秘密保護

法案の批判の社説を掲載しています。 
 

全国紙 3紙 「廃案にするべきだ」「重ねて廃案を求める」等と報道 

毎日新聞は、社説で「法案反対」を表明していますが、５日から 8日付までの社説テーマが 4日間連

続で秘密保護法案でした。一連の社説で、国民の知る権利を犯し、国会の国政調査権行使に支障をきた

す法案であると解明・指摘しています。8日の社説では、そうした解明の上にたって「重ねて廃案を求

める」と強調しています。さらに、「法案概要が公表されたのは 9 月である。今から議論を始めてこの

国会で成立を図ろうとすること自体、土台無理な話だ」と安倍政権のスピード審議を批判しています。 

また、東京新聞は秘密保護法案について、社説で「国家が国民の思想の領域まで踏み込むおそれがあ

る」、さらに「平和主義や基本的人権を侵害されうる。憲法原理を踏み越えた法案である」と指摘し、

「国会議員は今こそ良識を発揮して廃案にしてほしい」と求めています。 

朝日新聞は 8日付１面に「社会に不安 廃案にせよ」とする論説主幹の論評を掲載しています。異例

の扱いです。その中では「この法案が通れば、むしろ社会に安心より不安の影を広げることになるだろ

う」と指摘し、「廃案にするべきだ」と表明しています。 
 

地方紙も「廃案に」と報道 

地方紙もいっせいに「廃案に」と主張しています。（資料参照） 

東奥日報は、秘密保護法案が「メディアや市民運動、国会など

外部のチェックを全て排除し行政の情報統制が暴走する危険性

をはらむ」と主張しています。 

 信濃毎日は 8日の社説で「与党の数の力に頼って成立させるこ

とがあってはならない」と警鐘を鳴らしました。 

福島民友や奈良新聞などは、「知る権利か安保優先か」の見出

しを掲げています。 
 

資料 10 月に「反対」、もしくは「事実上の反対」を明言した地方紙 11紙 

沖縄タイムス「［秘密保護法案修正案］『危うさ』は解消されぬ」 10月 21日 

高知新聞「【秘密保護法案】国会提出は見送るべきだ」  10月 23日 

京都新聞「秘密保護法案 懸念はぬぐえていない」 10月 24日 

北海道新聞「民主主義を危うくする 特定秘密保護法案」 10月 25日 

神戸新聞「秘密保護法案／情報統制への懸念は残る」 10月 25日 

信濃毎日新聞「秘密法国会へ 議会政治が危うくなる」 10月 26日 

中国新聞「特定秘密保護法案 保障されぬ『知る権利』」 10月 26日 

徳島新聞「秘密保護法案案提出 民主主義を危うくするな」 10月 26日 

西日本新聞「秘密保護法案を閣議決定 国民の懸念踏まえ審議尽くせ」 10月 26日 

琉球新報「秘密保護法案案 廃案にすべき『悪法』だ 暗黒社会を招きかねない」 26日 

愛媛新聞「秘密保護法案国会提出 『知る権利』侵す懸念消えない」 10月 27日 
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戦争する国づくり、知る権利など憲法を覆す 
特定秘密保護法案の阻止を 

 
 8日、憲法改悪反対共同センター運営委員会は、「戦争する国づくり、

知る権利など憲法を覆す「特定秘密保護法案」を阻止するために、全

国で宣伝・対話を広げよう」とのアピールを発しました。 

 アピールは、次のとりくみを呼びかけています。 

①毎月とりくんでいる 9 の日宣伝を大きく成功させるとともに、11

日～21日を緊急宣伝・対話週間として設定します。この期間全国各

地で、日本版 NSCと特定秘密保護法案の本質と狙いを明らかにしま

しょう。 

②11月13日の署名提出行動(13時30分～第一議員会館多目的ホール)

に署名を積み上げ、多数の参加で成功させましょう。終了後、議員要請にとりくみます。 

③11 月 20 日 12:15～13:00 衆院第 2 議員会館前国会行動、11 月 21 日 15:15～17:00(参議院 B107 会議

室)院内集会と議員要請行動に参加しましょう。 

④秘密密法に反対するすべての人たち大集合、STOP『秘密保護法』11.21大集会」(18:30～日比谷野外

音楽堂)を、会場いっぱいの参加で成功させましょう。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
//各地のとりくみ// 

           
 

『何が秘密？それは秘密』 秘密保護法反対 11・15緊急集会 
 

■日時 11月 15日(金)午後 6時 30分～ 

■場所 エルおおさか南館 ５Fホール 

■主催 全大阪労働組合総連合／関西マスコミ文化情報労組会議（関西

ＭＩＣ）／自由法曹団大阪支部／民主法律協会／日本国民救援会大阪府

本部 

■連絡先 06-6316-7490（関西ＭＩＣ） 
5団体を呼びかけ団体としてチラシを作り、緊急集会を予定しました。事態は緊急を要します。 
傘下団体等などに縦横に広げていただき、法案成立阻止に向けご尽力いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

憲法改悪反対共同センター「アピール」発す 

憲法を学び、生かし、平和な日本と世界を！ 

自民・公明・民主の 3党は、8日、衆院の選挙制度改革の実務担当者会議を開催し、現行の小選挙区

比例代表並立制を当面維持し、なんと、衆議院議員の定数を削減することで合意したとのことです。

ただ、定数削減の具体化をめぐる自民・公明と民主の考えには開きがあり、今後調整には難航いそう

だと新聞は朝日報道しています。 

3党の合意文書では、民主党が求めていた小選挙区の定数削減については、「小選挙区制度の民意集

約機能が行き過ぎたものとならないように配慮する」と明記し、「各党間で早急に改革の成案を得る」

としています。しかし、自民・公明は比例代表だけ削減する考えで、自民党の細田幹事長代行は「詳

細は詰め切っていない。玉虫色の文書だ」と語っています。 

11月 6日、自由法曹団、新婦人、憲法会議、全労連等でつくる「11団体相談会」は、34名で院内集会

を開催し、秘密保護法の廃案と、小選挙区制度廃止・民意を反映する選挙制度の実現を求め議員要請

行動にとりくみました。国民が求める「民意を反映する選挙制度」に反する 3 党の合意は認められる

ものではありません。 

大 阪 
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